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▪こんな納付書はコンビニで使用できません
○ 使用期限を過ぎたもの　　　　　　　　　　　　　○ バーコードの印字がないもの

○ 納付書一枚あたりの金額が 30 万円を超えるもの　○ 破損・汚損などにより、バーコードが読み取れないもの

○ 金額を訂正したもの　　　　　　　　　　　　　　○ 納付書をホッチキスで綴じたもの

※コンビニでの納付ができない場合は、納付書裏面に記載の金融機関または役場窓口で納付してください。

▪ご注意ください
○（指定）納期限を過ぎて納付された場合は、後日督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
○ 納付書に記載されている「期別」と「（指定）納付期限」をご確認のうえ、期別を間違えないように納付し
　てください。
○「全額前納用納付書」と「期別用納付書」を両方使用されないよう、十分ご注意ください。
○ 領収証は必ず受け取り、コンビニから発行されるレシートと一緒に保管してください。

■各税・料の問い合わせ
種　別 問い合わせ先 電話番号

個人町県民税（普通徴収）・軽自動車税
固定資産税・国民健康保険税（普通徴収）

税務課 徴収対策班 ☎ 0820（74）1031

後期高齢者医療保険料（普通徴収） 健康増進課 医療保険班 ☎ 0820（73）5502

介護保険料（普通徴収） 介護保険課 介護保険班 ☎ 0820（73）5503

保育料 福祉課 民生福祉班　 ☎ 0820（77）5505

町営住宅使用料等 生活衛生課 公営住宅班 ☎ 0820（79）1010

水道料金・簡易水道料金・下水道等使用料 水道課 管理班　 ☎ 0820（79）1011

　町税等は、今までどおり金融機関から口座振替により納付することもできま
す。役場や金融機関、コンビニへ出かける手間も省けますし、うっかり納期
限を忘れてしまうこともなく大変便利です。ぜひ口座振替もご利用ください。

▪納付書が新しくなります

口座振替を
ご利用ください
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